
  石狩市単品スライド条項　手続きフロー

　受注者と工事発注課にて事前協議の上、要件を満たすものについて下記のとおり変更の請求を行ってください。

単品スライドの請求

（提出書類）

・様式1

・様式1-1

協議開始の通知

（関係様式）

・様式2

（提出書類）

・様式3

・様式3-1～3-3

スライド額の協議

（関係様式）

・様式4

・様式4-1

・様式5

スライド額の確定

（提出書類）

・様式6

工期末

【関係様式一覧】

スライドの変更請求 申請受理

受理 スライド協議開始日の通知

請負代金額変更の請求 受理

受理 スライド額の協議

承諾書の提出 受理（スライド額確定）

様式番号 様式名 受注者提出書類

様式1 請負代金額の変更請求について ○

様式1-1 請負代金額変更請求額概算計算書 ○

様式2 協議開始の日について（通知）

様式3 請負代金額変更請求額計算書 ○

○

様式3-2 各種資機材の材料証明書 ○

様式3-3 運搬金額計算総括表 ○

様式3-1 請負代金額の変更の対象材料計算総括表

様式4-1別添 物価の変動に基づくスライド額計算書

様式4 スライド変更等協議書

様式4別添 工事請負契約約款第26条第5項の対象材料内訳表

様式7-1 既済部分確認通知書

既済部分検査請求

提出時期

単品スライドの請求

様式7 請負工事既済部分検査請求書 ○

様式5 請負代金額の変更について（協議）

様式6 請負代金額の変更について（承諾書） ○ スライド額承諾

様式4-1 スライド調書

請負代金額変更の請求

受注者 発注者

7日以内に通知

14日以内

に協議

【要件】

工期が

原則2か月以上

残っていること

期限など

協議開始の日は

原則工期末から

45日前


